
令和２年５月１５日  

 

保護者の皆様へ 

 

綾 町 立 綾 中 学 校 

校 長 谷 口 行 孝 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための今後の対応について(お知らせ) 

 

 保護者の皆様におかれましては、学校の臨時休業中の感染拡大防止対策に多大なるご理

解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 国の緊急事態宣言解除を受け、綾町からの通知「新型コロナウイルス感染症対策のため

の小学校､中学校における今後の対応（綾町教育委員会教育長）」のとおり、５月１９日か

ら通常の校時程での学習活動に変更することになりました 

 つきましては、下記の内容に変更して学校の教育活動を行うことにしましたので、ご理

解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 期 間 

変更前 午前中学習活動： ５月１１日（月）～５月２２日（金） １０日間 

 

変更後 午前中学習活動： ５月１１日（月）～５月１８日（月）  ６日間 

 通常校時による学習活動： ５月１９日（火）～５月２２日（金）  ４日間 

 

２ 日 程 

変更前 午前中に学習活動(４時間)、給食、清掃、下校（部活動なし） 

 

変更後 通常校時程での実施（学習活動(４時間)､給食､昼休み､清掃､学習活動(２時間)） 

部活動については、体を慣れさせるため、当分の間平日は 18時終了、土

日の活動は中止とします。 

生徒の体力の回復状況をみながら、通常の部活動の活動時間に戻します。

（部活動生（社会体育部活動を含む）には、５月１８日に部顧問（社会体育部活

動は教頭）から説明を行います。） 

 

３ 学級形態 

変更前 各学級を均等グループに分け、グループごとの人数が２０名以下となるよ

う配慮します。 

 

変更後 ５月１９日学級の通常形態で活動します。（窓を開け換気を行うことなど

の取組は引き続き行います。） 

 

４ その他 

 朝の検温、マスク着用、健康観察カード提出など、感染症拡大防止のため

の取組はそのまま継続します。また、咳が出るなどの風邪の症状がある場

合は、自宅で休養させてください。 


